
 
 

 

一 

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
利
用
者
の
個
人
情
報
の
保
護
） 

第
七
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け

る
契
約
を
締
結
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
、
電
話
番
号
、
住
所
そ
の
他
の
郵
政
省
令
で
定
め
る
個
人
に
関
す

る
情
報
（
以
下
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
そ
の
保
有
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
他
に
提

供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。 

二 

法
令
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
の
提
供
が
求
め
ら
れ
た
と
き
。 

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
（
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 



 

 
 

 

二 

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
二 

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
が
利
用
者
の
個
人
情
報
を
通
知
す
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

 
 

当
該
通
知
に
関
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る

契
約
約
款
は
、
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
契
約
約
款
と
み
な 

す
。 



 
 

 

三 

理 

由 
電
気
通
信
事
業
者
が
電
話
利
用
者
等
に
つ
い
て
膨
大
な
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
る
現
状
並
び
に
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信

役
務
が
高
度
化
及
び
多
様
化
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
電
話
利
用
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
図
る
た
め
、
電
気
通

信
事
業
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
個
人
情
報
を
通
知
す
る
内
容
を
有

す
る
役
務
に
係
る
契
約
約
款
の
認
可
条
件
の
追
加
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


